
 議案第２６号 

 

   かすみがうら市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の    

   制定について    

 

 かすみがうら市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定する。 

 

   令和３年３月５日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市職員の給与に関する条例（平成１７年かすみがうら市条例第

４６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第６条の３中「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」を

「地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１８条

第１項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」に改め、

同条の次に次の１条を加える。 

 （育児短時間勤務職員等の給料月額） 

第６条の４ 地方公務員の育児休業等に関する法律第１０条第３項の規定によ

り同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員（同法第１７条

の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間

勤務職員等」という。）の給料月額については、第４条から第６条までの規

定にかかわらず、これらの規定による当該育児短時間勤務職員等の給料月額
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に、勤務時間条例第２条第４項の規定により定められたその者の勤務時間を

同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下「算出率」という。）

を乗じて得た額とする。 

 第１２条の４第２項第２号及び第１４条第２項中「再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員

及び育児短時間勤務職員等」に改める。 

 第２０条第４項中「扶養手当」を「扶養手当の月額（育児短時間勤務職員等

にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額）」に改

め、同条第５項中「給料の月額」の次に「（育児短時間勤務職員等にあっては、

給料の月額を算出率で除して得た額）」を加える。 

 第２１条第３項中「給料の月額」の次に「（育児短時間勤務職員等にあって

は、給料の月額を算出率で除して得た額）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

5


